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介護保険法
介護保険法とは、1997年12月に公布され
た法律で、要支援や要介護状態の方のた
めに、保健医療サービスや福祉サービス
の給付を行うことを目的にしている。利用
者の負担や、介護する家族の負担を軽減
できるようなサービスを自由に選択できる
ように改められ、介護を国民全体で支える
新しい仕組みとして誕生した。
（介護保険制度として2000年4月に導入）



4
図表4



背景
・核家族化

・介護する
家族の高齢化

財
政
面

・医療費の増大

・要介護高齢者の増加

・介護期間の長期化

・老人福祉制度や老人保険
制度は継続が難しい
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市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者
によって構成される合議体です。複数の市町村が共同で設置することも可能です。
委員は市町村長が任命する非常勤の特別職の地方公務員であり、任期は2年で、再任
も可能です。委員には守秘義務が課せられます。
介護認定審査会委員の構成や議決方法は、以下のようになっています。

1.委員の互選により長をおく。
2.委員の定数は5人を標準として、市町村が条令で定める数とする。
3.委員の過半数が出席しなければ、審議の開催や議決はできない。
4.議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は長が決する

介護認定審査会とは

介護認定審査会は、介護保険制度において必要な介護度合いやサービスの種類を
認定するための審査機関です。
地域包括支援センターに設置され、医師や看護師、社会福祉士などが参加して利用
者の状況を総合的に評価します。



介護認定審査会の役割は、介護保険制度において必要な介護度合いやサービス

の種類を認定することです。

地域包括支援センターに設置され、医師や看護師、社会福祉士などが参加して、

利用者の生活状況や身体機能、精神状態などを総合的に評価します。

審査の結果、介護の度合いに応じた介護サービスが認定されますが、介護の度合い

が変化した場合、再認定や見直しの審査を受けることも可能です。

したがって、一度介護認定を受けて終わりではなく、適切な介護サービスを受ける

ために状況に応じて再審査および再認定を受けられます。

介護認定審査会の役割







介護保険と医療保険の違い

①要介護認定による給付額制限

（医療は原則無制限）

②給付内容決定権の相違

（医療⇒医師、介護⇒本人・家族）
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主治医意見書

介護保険法では、要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者 の
「身体上又は精神上の障害（生活機能低下）の原因である疾病又は負傷の状況等」 
について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされています。
主治医意見書は、申請者に主治医がいる場合には、主治医 がこの意見を記入する。

要介護認定の結果如何によって、申請を行った高齢者は介護保険によるサービス を利用で
きるかどうかが、また利用できる場合には在宅サービスの上限や施設に支 払われる報酬が
決定されることとなるものですから、審査判定に用いられる資料で ある主治医意見書の役割
は極めて大きいものです。 介護認定審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理
解した上で審査判定 を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることは避
け、わかりやすく記入してください

介護保険の被保険者が保険によるサービスを利用するためには、介護の必要性の有無や
その程度等についての認定（要介護認定）を保険者である市町村から受ける必要がある。 



かかりつけ医としての役割
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◼ 居宅療養管理指導（継続的な医学的管理と医療情報提供）

◼ 主治医意見書作成（認定調査の医学的補完）

◼ サービス担当者会議参加

◼ 訪問看護指示書の作成・リハビリ計画指示等

◼ その他



主治医意見書の
具体的な利用方法

①生活機能低下の直接の原因になっている疾病が、 特定
疾病に該当するかどうかの確認

（第２号被保険者の場合）

☆特定疾病（１６疾病）→ 必ず傷病名（１）へ

②介護の手間がどの程度になるかの確認

③状態の維持･改善可能性の評価（→審査判定）

④認定調査による調査結果の確認・修正

⑤介護サービス計画作成時の利用
図表18



①第２号被保険者の場合、生活機能低下の直接の原因と
なっている疾病が特定疾病に該当するかどうかの確認。

申請者が第2号被保険者（40 歳以上65 歳未満の場合）は
要介護状態の原因である身体上又は精神上の生活機能
低下が政令で定められた16 疾病（特定疾病）によること
が認定の要件となっています。介護認定審査会は、主治
医意見書に記入された診断名やその診断の根拠として記
入されている内容に基づき、申請者の生活機能低下の原
因となっている疾病がこの特定疾病に該当していることを
確認します。その上で、介護の必要度等について、65 歳
以上の方と同様に審査及び判定を行います。
従って、特定疾病に該当している場合の診断根拠につい
ては、本主治医意見書内に記入してください。



②介護の手間がどの程度になるのかの確認
（介護の手間に係る審査定）

介護認定審査会ではまず心身の状況に関する74 項目の
調査項目と主治医意見書に基づく一次判定結果を原案と
して介護の手間に係る審査判定を行います。審査判定に
あたっては、認定調査票の特記事項や主治医意見書に
記入された医学的観点からの意見等を加味して、介護の
手間の程度や状況等を総合的に勘案することとなります
ので、必要に応じて一次判定結果は変更されます。
従って、介護の手間の程度や状況等について具体的な
状況を挙げて記入してください。



③状態の維持･改善可能性の評価（状態の維持･改善に係
る審査判定）

介護認定審査会における介護の手間に係る審査判定に
おいて「要支援２」「要介護１」「要介護認定等基準時間が 
32 分以上 50 分未満である状態（当該状態に 相当すると

認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められ
る状態」 と判定された者に対しては、続いて状態の維持･
改善可能性に係る審査判定を行 い、「要支援２」「要介護

１」のいずれの要介護状態等区分に該当するかを判定す
る。 審査判定にあたっては、認定調査項目や、特記事項、
主治医意見書に 記入された医学的観点からの意見等を
加味して、心身の状態が安定していない者 や認知症等に

より予防給付の利用に係る適切な理解が困難な者を除い
た者を｢要支援２｣と判定することとなります。



④認定調査による調査結果の確認・修正

認定調査員による認定調査は、通常は１回の審査に
対して１回行うこととされており、また、認定調査員の
専門分野も医療分野に限らず様々です。
従って、申請者に対して長期間にわたり医学的管理
を行っている主治医の意見の方が、より申請者の状
況について正確に把握していることが明らかな場合
には、介護認定審査会は認定調査員の調査結果を
修正し、改めて一次判定からやり直すこととなります。



⑤介護サービス計画作成時の利用

介護サービス計画の作成に際し、介護サービスを提供する
にあたっての医学的観点からの意見や留意点等について
の情報を、申請者等の同意を得てサービス提供者に提供
することになります。
サービス提供時の医学的観点からの留意点や禁忌等は
主治医意見書の記載内容のみから判断されるものでは
ありませんが、介護サービス計画作成等に有用となる留意
点をお分かりになる範囲で具体的に記入してください。



記入上の全般的留意事項

① 記入は原則として主治医が直接行う

（基本的にはサインは、直筆で）

② 記入は原則として、インクかボールペンを使用

③ □の訂正は、原則として修正液※

④ あくまでも、介護時間の点から参考になると思われる

意見を中心に記載

⑤ ＯＣＲ読み取り採用の意見書は、欄外記入は注意

（読み取らない場合がある）

⑥次回の意見書作成の事も考慮して、コピーをとっておく

※市町村により修正方法が異なるため、市町村にご確認いただきたい。





「介護サービス計画作成等」

の想定する範囲

１）総合事業における介護予防ケアマネジメントの
ケアプラン作成

２）地域ケア会議における個別事例の検討
３）施設入所の検討の資料
４）認知症日常生活自立度を基準とした加算
５）レセプト情報等との連結解析や国保データー
ベースシステムでの利活用による保険者支援
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・ 医療機関所在地はゴム印でも可
・ 医師名は、医師本人の自署が原則
・ 自署があれば、押印は必要なし

介護サービス計画に利用の同意を求める
項目は、必ずチェックする。主治医の守秘
義務にかんする問題はない

最終診察日は、記入直前の診察日
を入れる（１ヶ月以内の診察が好ましい）
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特定疾病（16疾病）



特定疾病①

①がん（がん末期）
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期認知症（アルツハイマー型認知症

脳血管性痴呆、レビー小体型認知症）
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
変性症、パーキンソン病（関連疾患）

⑧脊髄小脳変性症



特定疾病②

⑨脊椎管狭窄症
⑩早老症（ウェルナー症候群）
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 

 糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患（脳出血、脳梗塞）
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮閉塞性肺疾患（COPD)
⑯変形性関節症（膝・股関節の変形）





・ 診断名は、出来れば機能障害名も合わせて記入（例.脳血管障害による右片麻痺）
・ 第２号被保険者は、生活機能低下の直接原因になっている特定疾病を記入する
・ 特定疾病はの診断は、「特定疾病の症候・ 所見のポイント」を参考に「特定疾病にかかる診断基準」
に従って記入（診断上の主な所見は、（３）へ記入のこと）
・ 傷病名が４種類以上ある場合は、主な傷病名以外は「その他特記すべき事項」の項目に記入のこと
・ 再発作の場合は、一番最近の発作名を記入

「不安定」：脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患の急
性増悪期等で、積極的な医学的管理を必要 とするこ
とが、予想される場合（具体的な状況を下段に記入）

「安定」 ：現在の全身状態から急激な変化が見込まれない時

図表21





・ 投薬内容は、出来るだけ介護に直接関係の深いものを中心に
・ 主傷病名以外についての投薬でも、介護上留意すべき薬剤や相互作用の
可能性がある薬剤の投薬を受けている場合、ここに記入
・ あくまで介護に関する疾病の経過という点で記載
・ 特に変化がなくとも、審査会で主傷病の経過や医療の必要性について
ある程度の経過記載は必須
・ 出来るだけ、専門用語等は避けて平易な言葉で記入





以下の条件の下に行われた各12項目の診療補助行為をチェックする

①過去２週間以内（概ね月２回以上の解釈でよい）
②医師の指示
③看護師等（医師を含む）による行為
④継続的に実施されているもの
但し、「医師でなければ行いえない行為」、「家族・本人が行える類似の
行為」は含まれない

図表22









・ ここでチェックしても、出来れば特記事項で具体的に記載のこと
・ 過食、拒食、多弁、興奮、飲酒、不眠、ひねくれ、短気等を「その他」に記載
・ 認定調査では、今回チェック項目から削除された項目

３．心身の状態に関する意見

（１）日常生活の自立度等について（予防給付判定のため、大変重要）

遷延性の意識障害等で、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度が
判定不能である場合は、▢Ｍに✓印をつけて、１．（３）に具体的内容を記入

（２）認知症の中核症状

・ 短期記憶

・ 日常の意思決定を行うための認知能力

・ 自分の意思の伝達能力

（３）認知症の周辺症状

（４）その他の精神・神経症
状

但し、「レビー小体型認知症」
については、必ずし もこの分類
が適切とは限 らないかも！！
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・ 身長・ 体重は必ず記載
・ 具体的測定が困難であれば、肥満・
痩せ等の記載でも可
・ 主に３％程度の増減を目途利き腕については、出来るだけ記入

（特に片麻痺等の場合は必須）

主治医意見書では、医学的観点からの麻痺の有無を記入
（訪問調査員は、日常生活に影響があるかどうかで判断）

平成21年度より、調査員による調査項目から拘縮（肘・ 足関節）、褥瘡、皮膚疾患
が除外されたため、主治医の意見が重要
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良好：①過去６ヶ月の体重の維持（概ね３％未満）
②ＢＭＩ 18.5以上
③血清アルブミン値 3.5g/dl以上

不良：上記の項目に、一つでも該当しない場合
上記の指標が入手出来ない場合、総合判断

すべて
該当す
る状態

およそ６ヶ月以内に発生する可能性

・どの選択肢も高齢者には発生率の高い病態であるが、安易にチェックすることだけは注意
発生時の対応だけでなく、予防的な対処に対するアドバイスもあれば親切
失禁の有無は、介護に直接大きな影響を及ぼす項目のため、出来る限り慎重に判断
・ 原則として、この対処方針によって要介護度が変わることは少なく、介護サービス計画の参考にな
る項目である
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特に必要性の高いと思われる項目に、下線を入れることを忘れずに
ここに記入されているサービスの指示書に代わるものではない
介護サービス計画の作成時に特に重要な情報となる項目
「看護職員の訪問による相談・ 支援」（居宅療養管理指導）が、追加された

概ね３〜６ヶ月以内の見通し

図表26





ここは大切・しっかり記入を



・ 他の項目で記載しきれなかったことや、チェック式では表現出来ない事を簡潔にまとめる欄
→ 項目毎に記入

・ 介護認定審査会で検討する際、ここの記載内容が重要なポイントになる。、出来るだけ『介護の手間』に
反映出来るように具体的記入することがポイント
・ 他科の専門医の診察（精神科、皮膚科、歯科等）等を受けるべきとの判断も記載したい
・ 現在受けているサービスとその理由・利用状況等も、わかる範囲で記入
・ 認知症でもうつ状態でも、介護の必要性の点から出来るだけ具体的に記入
・ 問題行動も、介護に時間がかかると思われる事実を、出来るだけ具体的に記入
・ 情報提供書や身体障害者申請診断書の写しの添付も可
・ 一次判定ソフトの変更で、統計的な推定による判定がより重視されるようになったため、
この欄の記載はより重要

図表27







介護認定審査会から指摘される

その他の留意点

〇作成期限の大幅な遅れ

〇判読不能な文字での記入

〇枠外への記載があり、読み取り不能

〇医療専門用語やアルファベットでの略語記載

〇介護度を断定的に記載

〇その他



例１





例２





例３

認知症？





例４





例５





例６





例７



例８



要介護認定の結果如何によって、
申請を行った高齢者は介護保険に
よるサービスを利用できるかどうか
が、また利用できる場合には在宅
サービスの上限や施設に支払わ
れる報酬が決定されることとなるも
のですから、審査判定に用いられ
る資料である主治医意見書の役割
は極めて大きいものです。



適正な介護認定を行うため
にご協力をお願いします！

手ごごろ、不適正審査は違法



ご清聴ありがとうございました。
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